
川崎市私道内公共下水道整備要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、私道に公共下水道を整備し、もって水洗便所及び排水設

備の普及促進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において私道とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号

）第４２条に規定する道路及び同法施行前の道で道路法（昭和２７年法律第

１８０号）第２条に規定する道路（以下「公道」という。）以外の道路及び

道をいう。 

（対象） 

第３条 公共下水道整備の対象となる私道は公共的性格を有し、かつ、宅地部

分との区画が明確で道路側溝等の設置が可能なもので、公道に移管が困難な

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１）公道と公道を接続する幅員が２．７メートル以上の私道で技術的に公共

下水道整備が可能なもの 

（２）公道と公共施設を接続する幅員が４メートル以上の私道 

（３）一端が公道に接続し幅員が４メートル以上、延長２５メートル以上の私

道 

（４）旧住宅地造成事業に関する法律（昭和３９年法律第１６０号）施行以前

に造成された団地内の私道 

（５）その他上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が認めるとき。 

（条件） 

第４条 前条の私道は次の各号の要件を備えていなければならない。 

（１）当該私道が処理区域内又は近く処理区域の公示が予定される区域内にあ

ること。 



（２）当該私道に整備する公共下水道を利用する建築物が前条第１号、第２号

及び第５号においては２戸以上、同３号においては５戸以上であること。 

（３）利用者全員が公共下水道の整備を要望していること。 

（４）公共下水道を整備する当該私道に、管理者が設定する地上権等の権利に

ついて土地所有者全員が承諾していること。 

（５）分流地域においては私道内に雨水排水設備が整備されているか、整備の

予定があること。 

（６）当該私道の土地所有にかかわる訴訟などの紛争のないこと。 

（７）当該私道へ公共下水道が整備された後、利用するすべての建築物が直ち

に排水設備を公共下水道へ接続すること。 

２  前項第４号に規定する場合において、土地所有者を知ることができないと

き又はその所在を知ることができないときは、民法第２５条に規定する不在

者の財産の管理人又は同法第２６４条の２に規定する所有者不明土地管理人

の承諾をもって当該土地所有者の承諾に代えることができる。 

（調査依頼） 

第５条 この要綱の適用を受けようとするもの（以下「依頼人」という。）は

代表者を定め、私道内公共下水道整備調査依頼書（第１号様式）を提出しな

ければならない。 

（調査結果による可否の決定） 

第６条 管理者は、前条の規定による依頼書を受理したときは、必要な調査を

行い、公共下水道整備の可否を決定し、私道内公共下水道整備調査回答書（

第２号様式又は第３号様式）により依頼人の代表者にその旨通知するものと

する。 

（申請） 

第７条 私道へ公共下水道の整備が可能となった場合は、その代表者は私道内



公共下水道整備申請書（第４号様式）に次の各号に掲げる書類を添付して管

理者に提出しなければならない。 

（１）区分地上権設定承諾書（第５号様式） 

（２）公共下水道接続施設設置工事申請書 

（３）私有ガス管・水道管・排水設備の移設、切り回し及び撤去、改良等誓約

書（第６号様式） 

（４）その他管理者が必要と認める書類 

（申請の可否の決定） 

第８条 管理者は、前条の規定による申請があった場合は、必要な調査を行い、

公共下水道整備の可否を決定し、私道内公共下水道整備結果通知書（第７号

又は第８号様式）により、代表者に通知するものとする。 

（決定の取消し） 

第９条 管理者は、申請者が、次の各号のいずれかに該当したときは、決定を

取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。 

（２）管理者が付した条件又は管理者の指示に従わなかったとき。 

（施設の帰属及び維持管理） 

第１０条 当該下水道の施設は、竣工検査完了後公共下水道として上下水道局

に帰属し、その維持管理は上下水道局が行う。 

（委任） 

第１１条 この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に市長が行った処分そ

の他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為で、施行日において

管理者が処理することとなる事務に係るものは、施行日以降においては、管

理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行

為とみなす。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の川崎市私道内公共下水道整備要綱により調製した

帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を修正した上、

引き続き使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の川崎市私道内公共下水道整備要綱により調製した

帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を修正した上、

引き続き使用することができる。 



第１号様式

私道内公共下水道整備調査依頼書

  年  月  日 

（宛先）川崎市上下水道事業管理者

代表者 住 所

氏 名                           

T E L        （     ）            

次のとおり私道内公共下水道整備の調査を依頼します。

調査依頼箇所   川崎市    区     町   丁目         号から

         川崎市    区     町   丁目           号まで

添 付 資 料   ①案内図   ②平面図（各戸氏名を記入）

公共下水道利用者名簿

住 所 氏 名

□土地所有者

□家屋所有者

□土地所有者

□家屋所有者

□土地所有者

□家屋所有者

（注）  公共下水道が布設される私道の土地所有者及び私道内の公共下水道を利用すると思

われる全ての方を記載してください。（アパートや貸家等の場合は、家屋所有者を記

載してください。）

番地

番

番地

番



第 1 号様式（継続用紙）

公共下水道利用者名簿

住 所 氏 名

□土地所有者

□家屋所有者

□土地所有者

□家屋所有者

□土地所有者

□家屋所有者

□土地所有者

□家屋所有者

□土地所有者

□家屋所有者

□土地所有者

□家屋所有者

□土地所有者

□家屋所有者

□土地所有者

□家屋所有者

□土地所有者

□家屋所有者

□土地所有者

□家屋所有者

（注）  公共下水道が布設される私道の土地所有者及び私道内の公共下水道を利用すると思

われる全ての方を記載してください。

（アパートや貸家等の場合は、家屋所有者を記載してください。）



第２号様式

川   第  号 

  年  月  日 

私道内公共下水道整備調査回答書

代表者  住所                 

氏名               様 

                    川崎市上下水道事業管理者

   年   月   日付けにて調査依頼のありました、私道内公共下水整備工事に

ついて、次のとおり回答します

１ 工事施工箇所    川崎市    区    町  丁目          号から

            川崎市    区    町  丁目          号まで

２ 調 査 結 果    公共下水道施工可能

３ 申 請    工事施工を希望する場合は、次の書類を添付して私道公共下水道整備

            申請書を提出してください。

添付書類

１ 区分地上権設定承諾書（第５号様式）又は土地使用承諾書

２ 公共下水道接続施設設置工事申請書

３ 私有ガス管・水道管・排水設備の移設、切り回し及び撤去、改良等誓約書（第６号様式）

番地

番

番地

番



第３号様式

川   第  号 

  年  月  日 

私道内公共下水道整備調査回答書

代表者  住所                 

氏名               様 

川崎市上下水道事業管理者

   年   月   日付けにて調査依頼のありました、私道内公共下水整備工事に

ついて、次のとおり回答します

１ 工事施工箇所    川崎市    区    町  丁目          号から

            川崎市    区    町  丁目          号まで

２ 調 査 結 果    次の理由により施工できません。

３ 理 由                                  

番地

番

番地

番



第４号様式

私 道 内 公 共 下 水 道 整 備 申 請 書

  年  月  日 

（宛先）川崎市上下水道事業管理者

代表者 住 所

氏 名                           

T E L        （     ）            

  次のとおり申請します。

工 事 施 工 箇 所

川崎市    区       町    丁目         号から

川崎市    区       町    丁目         号まで

目 的 本管布設、取付管布設、 （                   ）

施工箇所の種別 道路、水路、その他   （                   ）

備 考

添付書類   ① 区分地上権設定承諾書（第５号様式）又は土地使用承諾書

       ② 公共下水道接続施設設置工事申請書

       ③ 私有ガス管・水道管・排水設備の移設、切り回し及び撤去、改良等誓約書（第

６号様式）

番地

番

番地

番



第５号様式

区分地上権設定承諾書 

    年  月  日 

（宛先）川崎市上下水道事業管理者 

    住 所             

    氏 名             

私は、次のとおり川崎市上下水道事業管理者が区分地上権を設定するこ

とを承諾いたします。 

１ 土 地    

２  目 的   公共下水道施設設置のため 

３ 期 間   公共下水道施設の存続期間中 

４ 補償金   無償 

５ 地 代   無償 

６ その他    詳細については、別途地上権設定契約を締結し、定める

こととする。 



第６号様式（表）

私有ガス管・水道管・排水設備の移設､

切り廻し及び撤去 ､改良等誓約書

  年  月  日 

  （宛先）川崎市上下水道事業管理者

申請書 住 所                

（代表者）氏 名                

ＴＥＬ    （    ）      

    川崎市    区     町    丁目            号から

    川崎市    区     町    丁目            号まで

「私有ガス管、水道管及び排水設備」が川崎市上下水道事業管理者において施工する公共下水道

の布設工事に伴い支障となる場合は、移設、切り廻し及び撤去、改良等を行うことについて一切

の異議申立てはいたしません。

ガス管・水道管及び排水設備所有者名簿

住 所 氏 名 種 別

ガス・水・排

ガス・水・排

ガス・水・排

ガス・水・排

ガス・水・排

番

地

番

地

の私道内の



第６号様式（裏）

ガス管・水道管及び排水設備所有者名簿

住 所 氏 名 種 別

ガス・水・排

ガス・水・排

ガス・水・排

ガス・水・排

ガス・水・排

ガス・水・排

ガス・水・排

ガス・水・排

ガス・水・排

ガス・水・排

ガス・水・排

ガス・水・排



第７号様式

私道内公共下水道整備申請結果通知書 

川   第  号 

   年  月  日 

代表者   住 所                    

      氏 名                 様  

川崎市上下水道事業管理者     

    年  月  日付けにて申請のありました、私道内公共下水道整備制度申請につきましては、

次のとおり工事を施工することに決定しましたので、川崎市私道内公共下水道整備要綱第８条の

規定により通知します。

１ 工事施工箇所    川崎市     区     町   丁目        号から

            川崎市     区     町   丁目        号まで

２ 工 事 予 定             年度予定

  なお、工事施工時期は変更が生ずる場合もありますので申し添えます。

番地

番

番地

番



第８号様式

私道内公共下水道整備申請結果通知書

                                 川  第   号

                                  年  月  日

代表者  住所                    

      氏名                  様 

                             川崎市上下水道事業管理者

  年  月  日付けにて申請のありました、私道内公共下水道整備申請につきましては、

次の理由により工事を施工することができませんので、川崎市私道内公共下水道整備要綱第８条

の規定により通知します。

  理 由                                     


